
『チェリア塾ファシリテーター育成コース』 

『チェリア塾基本コース in 庄内』 

 

山形県男女共同参画センターチェリアのニュースを皆様にお伝えする「チェリア・ニュース」。その月にチェリ

アで行われた事業の報告やこれから行う事業の紹介、新刊図書など『チェリアの旬』を月１回発行し、お届けし

ます。チェリア・ニュースへの意見・ご感想など、ぜひチェリアまでお届けください♪ 

 
 
 
 
 

■ 6 月から始まった、『チェリア塾基本コース in チェリア』が、８月２日、 

無事に修了式を迎える事ができました。全４回の講座では、受講生のみなさ

んの真面目で一生懸命な姿に、チェリアの職員も刺激を受けるとともに、大

きなパワーをもらった様な気がします。 

 さて、９月からは『チェリア塾基本コース in 庄内』が始まります！ 

充実したカリキュラムを準備して、皆様の受講をお待ちしております。 

 

【日時】9 月 13 日（土）10 月 13 日（月祝）、11 月 1 日（土）、３０日（土） 

【場所】三川町公民館、東北公益文科大学、庄内町響ホール  

【定員】2５名 【受講料】3,000 円 【託児】無料（要申込 先着５名） 

【申込締切】8 月 31 日（日）  

■ また９月６日、７日は『チェリア塾ファシリテー

ター育成コース』を開講します。会議や話し合いを、どうやったらもっと良いもの

にできるか？について学ぶ講座です。興味のある方は、ぜひご参加ください。 
   

【日時】9 月６日（土）９月７日（日） 

【場所】遊学館 2 階 第５研修室、学習室  

【定員】20 名 【受講料】3,000 円  

【託児】無料（要申込 先着５名） 

【申込締切】8 月 31 日（日）  

 

お申し込みは裏面の「山形県男女共同参画センターチェリア」まで！ 

 

 

 

 

■ 企業の管理職に占める女性の割合の平均は６．２％で、男性だけの企業も半数を超えることが１４日、

帝国データバンクの調査でわかりました。安倍政権は成長戦略で「２０２０年に指導的地位に占める女性

の割合を３０％にする」との目標を掲げていますが、実現には程遠い状況です。調査によると、現状で女

性管理職がいない企業が全体の半数を超える５１．５％を占め、管理職に占める女性の割合が３０％以上

の企業は５．３％にとどまっています。 

 企業からは登用が進まない理由として、仕事と家庭の両立の難しさを挙げる声があり、帝国データバン 

クは「働きながら出産、子育てができる環境の整備が重要だ」と指摘しています。男女共同参画、ワーク 

ライフバランスにより積極的に取組む必要性が求められていると感じました。  

 

※平成 26 年８月 15 日山形新聞より一部抜粋 

女性管理職 まだ６．２％    仕事と家庭の両立の難しさ 

☆詳しくはチラシをご覧ください。 

☆ホームページからもご覧いただ 

              けます！！ 

受講生募集中！ 
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山形県男女共同参画センター 



法律相談のご案内 ９月の チェリア de カフェ 

 

お申込みは下記の 

「チェリア」までお電話ください！！ 

上手に作れるかな？ 

 

 

■ チェリア相談室では、自分らしく、自立して 

生きていくうえで生じる様々な問題を一緒に考え 

解決の方向を見つけるお手伝いをします。夫婦間や

家族間のこと、相続や経済問題など、身のまわりの

法律的な問題について、弁護士がアドバイスします。

相談は秘密厳守、無料です。どうぞお気軽にお電話

ください。 

 

 

 

  

■ ９月のチェリア de カフェは「消しゴムはんこ    

づくり」です。どなたでも気軽に参加できます！    

 

【日時】9 月 10 日（水）10:30～12:00      

【場所】遊学館 2 階 団体活動室（チェリア） 

【定員】20 名 

【参加費】300 円（材料代）  

【持ち物】彫刻刀（丸刀）※お持ちの方のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、ワーク・ライフ・バランスという言葉がよく使われるようになりました。文字通り「仕事と生活の 

調和」という意味です。 

  日本の多くのサラリーマンは、長時間労働をしてきました。妻は家庭での家事・育児を担当することで、 

夫は心置きなく仕事に没頭できる、そんなサラリーマン家庭を想定して、国では「配偶者控除」や「配偶者 

特別控除」などの制度を設けてそのような生活スタイルを後押ししてきました。しかし、様々な要因によっ 

て女性が結婚・出産しても働き続けるようになりました（共働き率：全国平均 54％、山形県 68％（全国 1 

位）（2010 年国勢調査））。 

多くの職場では、男性中心の働き方を変えないままに女性を迎え入れてきたために、女性も男性並みに働 

かざるを得ない職場環境になったといえます。そのために、女性が妊娠・出産すると、肩身の狭い思いをし 

ながら働いたり、辞めざるを得なかったり、男性も体を壊したり、妻や子どもとのかかわりを犠牲にして後 

ろめたさを感じている人も増えています。 

各自の生活時間を取り戻し、働き甲斐のある仕事（ディーセント・ワーク）とするためには、どの職場で 

も働き方を見直し改善する必要があります。日本は他国と比べて長時間労働をしており、そのためかどうか 

はわかりませんが、1 時間当たりの生産性は著しく低いというデータが公表されています。ワーク・ 

ライフ・バランスは人間らしく生きるために、また、経済の活性化のためにも不可欠な考え方とい 

えるでしょう。 
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E-mail  kikaku@yamagata-cheria.org 

 

【相談専用電話】023-629-8007 

【相談方法】面談 

【相談日】毎月第２・第４木曜日 

【時間】14:00～16:00 

※要予約 

 


